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【事務局】  大変長らくお待たせいたしました。本日は、お忙しいところお集まりいた

だきまして、まことにありがとうございます。ただいまから社会資本整備審議会都市計画・

歴史的風土分科会都市計画部会第１回都市計画制度小委員会を開催させていただきます。 

 まず初めに、本小委員会の設置につきましてご報告申し上げます。去る６月２６日に開

催されました都市計画部会において、都市計画制度小委員会の設置が了承されたところで

ございます。参考資料２に小委員会設置の際の資料がございますので、後ほどごらんいた

だければと思います。 

 また、本委員会の設置に伴いまして、委員の皆様方には本日付で辞令が発行されたとこ

ろでございます。大変失礼ながらお手元にお配りさせていただいておりますので、ご査収

のほどよろしくお願いいたします。 

 また、本日は第１回の委員会ですので、加藤都市・地域整備局長から皆様にごあいさつ

をさせていただきます。 

【加藤都市・地域整備局長】  都市・地域整備局長の加藤でございます。委員の先生方

には、都市計画制度小委員会の委員にご就任いただきまして、まことにありがとうござい

ます。また、本日は大変ご多忙の中、委員会にご出席いただきまして、重ねてお礼申し上

げたいと思います。 

 先生方ご案内のとおりでして、都市計画制度は旧法の時代から考えますと９０年がたと

うとしています。現行法は昭和４３年にできたものですが、今申し上げたように旧法以来

考えてみますと９０年になるわけでございます。この間、都市計画法自体の目的としては、

これも先生方ご案内のとおりでして、非常に急激な都市への人口・産業の集中にどう対応

していくか、その過程で発生したスプロールにどう対応していくかとか、あるいは都市施

設の後追い的な整備ではなくて効率的、効果的な整備をいかに進めていくかという観点か

ら、現行の都市計画制がこれまで構成され、運用されてきたところでございます。 

 昭和４３年に制定されて以来、都市計画制度につきましても、経済・社会情勢の変化に

応じまして非常にいろいろな変遷をたどって現行制度がここまで来ているわけでございま
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す。ただ、これから先を考えたとき、今申し上げたような基本的な枠組みは昭和４３年以

来維持してきた関係で、今後の人口の動態とか都市への住まい方の問題をいろいろ考え合

わせますと、これまでのような都市計画制度の枠組みで維持して、それを運用し続けてい

くことがほんとうに都市政策として適当かどうかという観点から、この際思い切って都市

計画制度全体を総点検して見直してみようとして、この委員会を立ち上げていただいたと

私どもは理解をしております。 

 もちろん、これまでもいろいろなことをやってきました。近いところではまちづくり三

法の中での都市計画法の改正も行いまして、かなりの成果を上げてきたとは思いますが、

ただそれに甘んじることなく、実際の都市計画は運用されてみて初めて力になるわけです。

ぜひ先生方に教えていただきたい、ご指導賜りたいのは、都市計画の制度を単に変えれば

いいことではなくて、現実に運用できる都市計画制度でなければならないと、私たちとし

ては絶えず考えておくべきだと思っておりますので、そういう点からもご指導をお願いし

たいと思います。 

 今後の都市計画制度の見直しの方向性につきましては、この小委員会に先立ちまして、

都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会でビジョンをお取りまとめいただきましたが、

このビジョンの中で、今後の都市政策の方向なり、都市計画制度についてもこういうもの

の考え方で見直したらどうだと提言を受けております。その提言を具体的に都市計画制度

としてどう受けとめていくかという観点から、ぜひご検討をお願いできれば大変ありがた

いと思っております。 

 そういう趣旨で今後検討をお願いしたいと思っておりますが、幅広い分野でご活躍の先

生方にお集まりをいただいておりますので、これからの都市計画制度の具体の見直しにつ

いては、関連の制度も含めて忌憚のないご意見をちょうだいしたいと思っております。 

 私どもとしてはこの委員会でいろいろご意見を伺った中で、また事務局から提案させて

いただきますが、早急に答えを見つけて直ちに対応していくべきものと、引き続きいろい

ろな方面から検討して制度改正に結びつけていくものとに仕分けをいたしまして、早急に

対応すべきものについては、できれば来年の通常国会に提出できるように準備をしたい。

そういうスケジュール感覚でこの小委員会でもご審議をいただければ、非常にありがたい

と思っております。 

 最後になりますが、重ねて先生方のご指導をよろしくお願いいたしまして、私のごあい

さつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 
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【事務局】  次に、ご出席いただきました委員の皆様をご紹介させていただきます。青

山佾委員でございます。 

【青山委員】  青山です。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局】  浅見泰司委員でございます。 

【浅見委員】  浅見です。よろしくお願いします。 

【事務局】  石川幹子専門委員でございます。 

【石川専門委員】  石川でございます。 

【事務局】  大橋洋一臨時委員でございます。 

【大橋臨時委員】  大橋です。 

【事務局】  小早川光郎専門委員でございます。 

【小早川専門委員】  小早川でございます。 

【事務局】  中井検裕臨時委員でございます。 

【中井臨時委員】  中井でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  中川雅之臨時委員でございます。 

【中川臨時委員】  中川でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  吉田克己専門委員でございます。 

【吉田専門委員】  吉田でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  亘理格専門委員でございます。 

【亘理専門委員】  亘理です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  なお、櫻井敬子委員におかれましては少しおくれてご出席とのことでござ

います。また、岸井隆幸委員におかれましては、本日はご都合によりご欠席でございます。

また、石川専門委員、小早川専門委員におかれましては、所用により途中で退席される予

定でございます。 

 次に、配付資料でございますが、資料の３枚目をごらんください。配付資料の一覧がご

ざいます。資料につきましては１から４までございます。なお、４には参考資料としてＡ

３の２枚紙が入っております。また、参考資料につきましては１から５まで分かれており

ます。それぞれご確認いただきまして、過不足等がございましたらお申し出ください。 

 それでは、引き続き議事に進みたいと思います。ご発言していただく際には、目の前に

ございますマイクのスイッチをオンにしていただき、ご発言の終了後はスイッチをオフに

していただくようお願い申し上げます。 
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 まず、本委員会におきます議事の運営につきましてご提案させていただきます。社会資

本整備審議会の小委員会の議事運営につきましては、特段の定めがございません。そこで、

本委員会で決めていただく必要がございます。僭越とは存じますが、社会資本整備審議会

令及び同運営規則に準じまして、事務局で案を作成させていただきました。 

 資料２の「都市計画制度小委員会の議事運営について（案）」をごらんください。読み上

げさせていただきます。 

都市計画制度小委員会の議事運営について（案） 

 小委員会の運営については、社会資本整備審議会令及び同運営規則に準じて、次のとお

り進めることとする。 

記 

１．小委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２．委員長は、議事運営を行う。 

３．小委員会は、委員長が招集する。 

４．小委員会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

５．そのほか小委員会の運営に関し必要な事項があれば、必要に応じ、随時定める。 

以上 

 以上でございます。 

 ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 特段ご意見がなければ、議事運営についてご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  それでは、ご異議がないようでございますので、本委員会の運営につきま

しては案のとおり取り扱ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日ご出席いただきました委員、臨時委員及び専門委員は、現在１１名中９名で、ただ

いまご承認いただきました議事運営第４に定めます定足数を満たしておりますことをご報

告申し上げます。 

 引き続きまして、委員長の選出に移りたいと思います。議事運営第１によりますと、委

員長は委員の互選により選出することとなっておりますが、事務局から提案させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  特にご異議がないようでございますので、事務局としては、都市計画部会
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長でいらっしゃいます浅見委員がご適任ではないかと思いますので、その旨、ご提案させ

ていただきたいと思いますが、皆様、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  では、皆様ご異議がないようでございますので、浅見委員に委員長をお願

いしたいと思います。浅見委員、委員長席にお移りいただくようお願いいたします。 

 ここで、委員長に一言ごあいさつを賜りたいと存じます。委員長、よろしくお願いいた

します。 

【委員長】  委員長を拝命いたしました浅見です。どうぞよろしくお願いします。 

 先ほど局長がおっしゃいましたけれども、現在の時代に合った都市計画のあり方という

非常に重要なことについて審議する場ということで、非常に身の引き締まる思いですけれ

ども、どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 それでは、これからの議事進行は浅見委員長にお願いしたいと存じます。浅見委員長、

よろしくお願いいたします。 

【委員長】  では、審議に入ります前に、議事の公開について皆様にご了解いただく必

要がございます。資料３に「都市計画制度小委員会の議事の公開について（案）」がござい

ますので、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、今、委員長からご指摘いただきました資料３をお開きください。

読み上げさせていただきます。 

都市計画制度小委員会の議事の公開について（案） 

 １．小委員会の議事は、原則として公開とする。ただし、委員長が、公開することによ

り公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除く。 

 ２．議事を公開する場合には、議事の日時、場所及び議題を原則として開催日の１週間

前の日（１週間前の日が行政機関の休日の場合は、その直前の行政機関の休日でない日と

する。）までに国土交通大臣官房広報課及びホームページに掲示する。 

 ３．議事を公開する場合には、議事の傍聴は、以下のとおりとする。 

  （１）報道関係者については、１社につき原則１名とする。 

  （２）一般傍聴者については、会場の許す範囲で傍聴可能（１団体につき原則１名）

とし、予め定める日時までに国土交通省都市・地域整備局都市計画課に登録する。受付

は原則として申し込み順とする。 
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  （３）傍聴者が、議事の進行を妨げていると委員長が判断した場合には、退席を求め

ることができる。また、委員長が許可した場合を除き、議事開始後の入室、撮影、録画、

録音その他の議事進行の妨げとなる行為は禁止をする。 

 ４．議事録については、内容についての委員の確認を得たのち、発言者氏名を除いて国

土交通大臣官房広報課及びホームページにおいて公開することとする。 

 以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明に対して、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 特段ご意見がなければ、議事の公開についてご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、ご異議がないようでございますので、本委員会の議事の公開につきましては、

案のとおりに取り扱ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

（傍聴者入場） 

【委員長】  それでは、審議に入ります。委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は第１回目ということで、まずは事務局から小委員会における検討事項についてご

説明いただき、その後、委員の皆様方からご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局】  本日は検討のスタートに当たりまして、検討事項についてどのような考え

方からこの審議をお願いしているのか、資料４に基づきましてご説明させていただきたい

と思います。 

 まず、資料４の表紙をめくっていただきまして、裏側の１ページをごらんください。こ

の検討の全体をあらわすタイトルといたしまして「都市計画制度の総点検」とさせていた

だいております。先ほど局長からもございましたけれども、先日、都市政策の今後の基本

的な方向について、本審議会の別の小委員会で報告書が取りまとめられ、人口減少・高齢

化、地球環境問題の深刻化といった今日の状況を踏まえて、エコ・コンパクトシティ等の

実現が打ち出されたところでございます。 

 報告書では、ほかにも目指す姿がうたわれておりますし、また、集約型の都市構造とい

う考え方自体は全く目新しい考え方ではございませんけれども、現時点で今日的に、ある
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種場面転換の最もシンボル的な表現となっておりますエコ・コンパクトシティを中心とし

たしまして、これの実現を目指す観点から、あるべき都市計画の姿を探っていきたいとし

てございます。 

 これには、具体的にはいろいろなアプローチがあり得ると考えられますし、都市計画法

の見直しと申した場合にいろいろ細かい要望事項などをいただくこともあるわけですけれ

ども、本小委員会におきましては制度の細目や都市計画法、法定都市計画という殻に閉じ

こもるのではなくて、都市計画が何を目的としているのかという観点から少し幅を広げま

して、横断的に、関連制度を含めて総体全体としてどう現実を動かしていけるのかという

観点から議論をさせていただければと考えております。１の隅のところですけれども、「大

枠的評価・検討」とさせていただいているところでございます。 

 次に、２ですが、常に全体像は頭に置きたいと思っておりますけれども、都市計画自体

が幅広い存在ですので、例えば体系的に全体の枠組み議論をしなければ一歩も前に進めな

いのは、いささか腰の重いことになると考えております。そこで、この総点検は、一発で

ひとまとめにするより、いわば総点検のシリーズとして、段階的に進めていきたいと考え

ております。 

 具体的には、事務局から毎回、時間が足りなければ２回以上にわたるものもあるかもし

れませんけれども、制度課題的なものを念頭にしまして、一定の議論あるいは論点の固ま

りのようなものを、順番として早急に措置すべきものから幅広く慎重な検討が必要なもの

へという流れで、順次毎回提示をさせていただきたいと存じます。 

 それについてご議論いただきまして、①時代の状況に合わないものはまずやめる。これ

までの制度改正は、足し算の積み重ねで制度が複雑化しているというご指摘もございます

ので、対象が複雑であればシンプル化に限度もありますけれども、なるべくシンプルなも

のにという観点、引き算の視野も入れていきたいと思っております。 

 改正のための改正ということはございませんので、継続して残るものも当然あると思い

ますけれども、その中でも②変化を踏まえて新たな位置づけを与える、あるいは機能を強

化していく、その上で足らざるところは③のように足していく。総点検あるいは棚卸しの

発想で仕分けをしてまいりたいと存じます。 

 もちろん、この小委員会では、単に仕分けをすることではございません。仕分けて、具

体的にどういう制度の形をとるのか、制度論について主にご議論賜ればということでござ

います。制度論というのが、例えば法令の条文レベルの立案は行政側で責任を持ってさせ
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ていただきますけれども、その基本的な考え方や理念的なものを明確にしながら、できる

限り具体的にまとめてまいりたいと考えております。 

 その意味で、制度発注的なレベル、何となくこういうの、「あらま欲しい」なという議論

で終始するのじゃなくて、志は高く持っていきたいと思いますけれども、現実を見ながら、

現実にワークすることを考えて制度設計していく観点で、よろしくお願いいたします。 

 なお、最後の※のところですけれども、制度にかかわるだけではなく、当然のことなが

らそれが現実に反映し、計画自体も棚卸しを推進していまいりたいと存じます。 

 さて、その制度課題をご説明する前に、幾つか前提的な視点を示させていただいており

ます。２ページ、エコ・コンパクトシティとは何ぞやということです。 

 ここでは囲みの中に、先の小委員会の報告書の定義を掲げさせていただきました。若干

物理的な記述となっているわけですけれども、このページの下半分におきましては都市計

画の制度を議論するに当たりまして、これは特定のフィジカルな姿を押しつけるものでは

なく、地域地域で個別的な取り組みの積み重ねによって少しでも近づいていくといった実

践的な概念ではないかという位置づけをさせていただきました。 

 この最初の丸のところの、「都市の容量拡大と宅地等供給促進を図ってきたこれまでの制

度運営を見直し」という記述につきましては、補足的に参考資料、Ａ３の別とじになって

いるもので上に藤色のラインがある「（参考）都市計画制度をめぐる状況と課題の変遷」を

ごらんいただきたいと思います。 

 これは、都市計画制度の現行法制定前後からこれまでの流れを概観する趣旨で、少しデ

フォルメがあるかもしれませんがまとめてみたものでございます。こうやって眺めてみま

すと、場面転換と申し上げたわけですが、ほんとうは今までも一色というか、今までは開

発一辺倒で、これからはそれをひっくり返すんだというほど単純なものではございません

で、これまでも山あり谷あり、あるいは既に変化の芽が相当古くからあらわれている面も

あります。ただ、全体としては大枠から詳細へという流れ、これはトップダウンからボト

ムアップという意味もありましょうし、量的な充足から豊かさや質へといった、だんだん

左上から右下にかけてのトレンドがあらわれていると思います。 

 ここでは、中ほどの黄色い四角の上のほうですけれども、土地利用計画については平成

初期、用途地域が１２種類に細分化され、具体的に塗り直された、初期の宅地並み課税な

どの懸案に一定の結論が出たところ、制度のひとまずの完成期と位置づけさせていただい

ております。それを受けまして、それまでの都市計画法の制定改正というのは、いずれも
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地価高騰などを受けまして、都市計画はとかく身近なまちづくりの手段だとか言われるわ

けですが、むしろ国土政策や土地政策、土地対策との密接なかかわりのある制度改正だっ

たと思います。 

 その後は各種の政策課題への対応措置、あるいは具体のプロジェクト推進的なメニュー

の条文を追加するという改正に連なりまして、現在に至る流れは、中ほど白い矢印でござ

いますけれども、「まちづくり」の比重の高まりということができます。分権論が展開され

たのも、こういうトレンドに対応したものと認識しております。 

 ここで１点、ちょっと気にとめていただければと思いますけれども、資料の下のほうに

対比させていただいた記述に関しまして、先ほど申し上げましたように国策的な改正は急

激で大きな社会の変化、あるいはダイナミックな経済の動きを受けたものであるのに対し

まして、現在置かれているポジションは、人口減少期への転換ではございますけれども、

制度的に何か直ちに急激になっている状況ではないんじゃないかと。確かに、建築紛争な

どは現実に発生しております。これは規制が緩いとか制度が問題だと言われることも多い

わけですが、実は立地規制あるいは高さ制限、都市計画の手段、手続まで、制度的にはほ

とんど手を打つためのツールも用意されていれば権限も与えられていることで、こうした

運用の問題には、動機づけという制度問題が浮上する可能性もありますけれども、実は制

度を変えなくても運用で対応できるものは、本来分権の趣旨を生かしてどんどん対応して

いっていただければよいわけでございます。 

 これに対しまして、今日の制度的な問題は、実は今困っていなくても、将来確実に困る

こと。やってもやらなくても当初はさほど違いはなくても、将来大きな違いになるであろ

うこと、そういう構造的な問題を取り上げていく必要がある。こういう問題へのアプロー

チは、秩序刷新というよりは、骨太感はないかもしれませんけれども個別的実践的アプロ

ーチがなじむと考えているところでございます。 

 その意味で、先ほどの資料の記述ではございませんが、人口が縮小するから今後開発は

不要という乱暴な議論はできませんけれども、明らかに空間拡大的あるいは供給対策的な

政策はどこかでずれてくる蓋然性が高いと認識しております。 

 エコ・コンパクトシティはそういう文脈で認識しており、場面転換と言いましても、今

直ちにこれ以上の開発を否定して縮退を成すという単純なものではないことを補足させて

いただきます。 

 それから、近時の改正につきましては、都市計画決定権者である地方公共団体との関係
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では、メニュー、オプションの追加という側面が多く、いわば授権法でしたけど、今回の

総点検はある種悉皆的な面がございます。一定のルールや義務づけといった議論が避けら

れない。そういった相違も横たわっているのではないかとしてございます。 

 通常ですと、制度改正の検討の前提となるような状況説明ですとか、データの解説を第

１回目にさせていただくべきかもしれませんけれども、今回はビジョンの取りまとめが既

に行われて、方向性が整理されておりますし、その上でエコ・コンパクトシティを取り上

げているという理解で、そのあたりの説明を割愛させていただきます。 

 それでは本体資料に戻っていただきまして、３ページです。これは、個別具体の取り組

みと先ほど申したものが、どういうものなのか。考えられそうなものの１つは、建物の更

新の誘導という切り口があるだろう。その内容としては、純化よりも混合化や複合化のト

レンドがあるだろうとか、あるいは建築行為の反射的・付随的な扱いではないオープンス

ペースの位置づけといった観点で掲げたものでございます。 

 ４ページはそれを見ながら、こうした動きを伸ばしていくためには、個別性・地域の選

択への対応ですとか、あるいは計画の的確な見直し、それから規制にとどまらない新発想

が必要ということを掲げております。 

 ちょっと前置きが長くなりましたけれども、具体の制度課題の例示と検討の方向性につ

いて、５ページから６ページに掲げさせていただいております。 

 まず、これまでご説明したことの要約としたしまして、持続可能な集約型都市構造化の

ための政策に転換するという基本方針を明確化したいと思います。その上で、冒頭ご説明

しました制度課題について例示をさせていただいているところでございます。 

 まず、どうしたらこうした具体の取り組みをうまく盛んにしていくことができるだろう

か。最初にそのために、やはり分権化の徹底が必要であろう。ただし、部分最適に陥らな

いための調整のあり方、そういったことのあり方を取り上げていきたいと思います。 

 現在並行しております政府レベルでの分権の検討、動きに対応した審議事項ですけれど

も、言われたからやるのでもなく、また、言われたとおりに言われた範囲内でやるのでは

なくて、真剣にあるべき姿を考えまして、場合によっては指摘されない事項を含めまして

議論させていただければと存じます。 

 次の丸ですけれども、ボトムアップ型の調整の場、あるいは誘導機能を発揮するための

マスタープランのあり方、あるいは決めっ放しの都市計画ではなくて、的確な修正が加え

られるためのルールの問題を取り上げたいと思います。 
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 こうしたことによりまして、都市計画が一種のマネジメントツールであるという、本来

そういう性格があるべきだと思うんですけれども、そういう本来の性格を改めて獲得させ

ていくことになると思っています。 

 このマスタープランにつきましては、実態としても制度的には後で整備されてきた事項

でございます。今までどちらかというと、後づけの作文的なイメージもございまして、個

別の計画よりも、どうも住民手続における反応を聞きますと、低調であると耳にすること

もありますけれども、これを実施するための取り組みは、制度対応というよりも運用面の

大きい事項でもございますけれども、都市計画をどうにかして再活性化していきたいとい

う課題の中心に位置づけられると思っております。 

 それから、分権との関係では、実はこれは自治事務ですし、本来一般則というか情勢適

応の原則に基づいて、計画見直し義務というのは抽象的には当然存在するだろうと思いま

すけれども、だから、国としては自治事務なので口出し無用となるのかどうか。 

 それでは、例えば長期間着手されず、実現のめどがはっきりしないような計画が実はあ

るわけですが、そのまま権利制限を及ぼしながら見直されていないとはどういうことなの

か。これは、昔、前の制度で、大臣決定で自分が決めたものじゃないからという言い分が

あるのかもしれませんけれども、いずれにしても運用にゆだねて済む話とも言えないと考

えております。 

 以上、こういった観点、どちらかというと手続的な問題とも言えますし、仕掛けは継続

検討課題も出てくるかもしれませんけれども、本来すぐに対応できるものが多いし、少し

でも早く対応したほうがいいと言えるのではないかと思っています。 

 それから、６ページの上に※でございますように、現在来年予算の要求の検討作業を行

っておりますけれども、集積の核となることが期待される拠点整備や集約の誘導について、

包括的支援策を検討しております。こうしたものがまとまれば、あわせて打ち出しをして

まいりたいと思います。 

 それで、第２回、第３回と書いておりますが、少し固まりということでは分けまして、

今後順次議論をお願いしたいと思っております。 

 次に、主として土地利用に関する論点につきましては、関連制度との関係を含めまして

幅広く慎重な検討が必要な事項として、２つの丸、計画体系面と規制誘導手段面に分けて

記述をしております。これらは、都市計画法を単独で論じるというより、関連する制度と

のかかわりのもとで、総体的全体的に論じるべきだと考えておりますけれども、それで調
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整に時間がかかりますというだけではなくて、先ほども申しましたけれども、現状で直ち

に問題とも言えないけれども、将来漸次確実に問題化するであろう事項。問題化してから

取り組むのじゃなくて、先行的に措置する。ただ、拙速な対応は混乱のもとになる。ある

いは目の覚めるような革新的な仕組みを導入するよりも、大局観を持った個別解の積み重

ねに活路がある。こういった認識から、できれば順次、年内には議論をスタートいたした

いと思いますけれども、その制度論や具体論のまとめに至るには数カ月という期間ではお

さまらないと考えています。 

 これらの問題につきましては、論点的なものの取りまとめを行った上で、来年さらに具

体の制度論を詰める形で、急ぎつつも着実に進めていければと考えている次第でございま

す。 

 まず１つ目の丸ですが、基幹制度であるところの線引きについて、特に市街化という概

念は生産緑地など一応の区分けはございますけれども、区域の性格づけとしては全面的に

土地利用転換されていくイメージを残しております。その上で、農業政策と切り離されて

いるといったもの。 

 それから、その反射的なものとしての市街化調整という概念。法律上は市街化を抑制す

るとありますけれども、実は制度化の経緯を見ても、開発順序の問題で、永久にというよ

りむしろ当面という性格が与えられております。こういったものも見直し対象だと考えて

おります。 

 ただ、線引き制度見直しだけが見出しになりますと、将来線引きが廃止なのか、自由に

開発できるのかという誤解を受ける可能性もございますので、下のほうですけれども、市

街地の無秩序な拡大を抑制する機能が引き続き必要であり、維持するという現時点での考

え方を付記させていただいております。 

 いずれにしてもこの部分、結果的には大きな変更に至る可能性を持ちつつも、最初から

改正のための改正ではなくて、現実的にワークしている事項でもございますので、現行制

度の活用、改良含めまして、現実的なところから改革の議論をしていくという方針で臨み

たいと思います。 

 次の丸です。集約という課題については、実は規制を主体に、規制強化で対応するとい

う考え方もあるかもしれませんけれども、経済的には角を矯めて牛を殺すとなってもいけ

ないと考えております。したがいまして、インセンティブとか規制のちょっと手前の誘導

調整手段を豊かにしていく。現状でも条例や要綱、いろいろ自治体独自の動きもあり、そ
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ういうものに追随する面もありますけれども、新たな趣向の知恵を出していかなければな

らないと考えております。 

 以上、大きなところでイメージを例示させていただきました。 

 なお、この時点で調整が整っておりませんでしたり、まだ、制度的な確信を持つに至っ

ていないために明確に記載していない項目の一つといたしまして、ビジョンでも言及され

ております、例えば都市から農村に至るような土地利用計画の一貫性をどのように形づく

っていくのかという問題。これは先日農林水産省とも連携をいたしまして、事務的な勉強

の体制も組み、今後やっていこうとしているところでございます。そういった検討の成果

を踏まえながら目指していくことを考えております。 

 また、新たな仕組みでは、建築的な土地利用と非建築的な土地利用を共存共生していく

文脈では、例えば集約して高度利用を進める、中心部の開発利益みたいなものを保全すべ

き緑地等の維持管理に何らか結合するメカニズムができないかとか、地域間の調整を受益

負担ルールなどで透明化して位置づけられないかといった観点も、いろいろ思うところは

ございますが、ご意見を賜りながら勉強を進めてまいりたいと考えております。 

 以上が制度検討の方向性として、今の時点でお示しできる対応イメージを掲げさせたも

のです。 

 次の７ページ、次回、審議をお願いしたい議題について、簡単に触れさせていただきま

す。 

 小委員会の総点検の土俵設定としての制度課題は、なるべくこの小委員会では今後前の

会の最後に予告編の形で提示をさせていただきまして、その土俵設定については次の回ま

でに視点や念頭に置くべき観点、いろいろご意見やご示唆があると思います。こういった

ものをいただいた上で、それを踏まえて資料作成とか説明をさせていただき、なるべく論

点を短い時間で掘り下げることができればと考えている次第です。 

 今回は１回目なので、２回目の分をここでご紹介させていただきます。次回は分権と調

整といったあたりの議論をさせていただきたいと思います。観点としましては、単におろ

せばいいことではなくて、実際にこれまでせっかく分権してきたわけですけれども、都市

計画がそれによって活発化したのか、正直評価できないように思うんです。よりよく権限

が行使されるために何が必要なのか、動機づけの観点としてまだ十分じゃないかもしれま

せんけれども、ここでは差し当たり権限をなるべく一体的に行使できるようにするという

イメージを出しまして、具体のプロジェクトに応じて措置した都市再生特別措置法の例を
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先行事例として掲げております。 

 分権化を徹底しながら全体の調和が保たれるようにというのが主要テーマですけれども、

国と県、県と市の関係は必ずしもパラレルではございませんで、県と市の関係がばらばら

というのはやはり困る、一体性がないとまずいと思っております。調整事項を狭めるとい

うより、むしろボトムアップ的な調整がいかに円滑にできるかという問題なのではないか

という観点を掲げさせていただきました。 

 それから、国の関与につきましては、線引きの農林調整などどうしてもこなしにくいも

のとか、国直轄の管理システムもございますので、そういうものに係るものを除きまして、

原則としての考え方としては、個別計画に対する関与、同意付き協議については、大都市

部だからという視点は削除して、広域的な整合性や国の利害はなるべく基準や方針をあら

かじめ示しまして、マスタープランレベルで調整できるようにしていくべきという考え方

を提示させていただいております。 

 これと矛盾しない形で、国のプロジェクトについては、もっとイニシアチブがあってい

いんじゃないかという観点も整理をしていきたいと考えております。 

 なお、箱の中にちょっとさらっと書かせていただいているところですが、一番下のポツ

「条例との分担について整理」について、少し付言させていただきますと、あわせて都市

計画制度で条例にゆだねられている項目が増加しているわけでございます。法律で全国共

通に定められていて、一方、条例でカスタマイズするのが可能なもの、例えば、用途地域、

基本的な制度としてはこういったものを見ても、相当のものが可能でございます。これを

条例を使ってやるという法律上の仕組みもあるということでございます。 

 こういったものの法律と条例の役割分担につきましては、最初から条例に投げればいい

じゃないかという考え方も成り立ち得るのかどうか。法律に基づかない条例のあり方や、

規制内容、規制手続といった考え方、こういった法律論や基本的考え方の整理ができれば

いいと思っております。 

 一番上のほうに①と掲げさせていただきましたけれども、現行の関与形式の中で、法令

による義務づけなどにかかわることでございます。土地利用計画の議論をする前に、そも

そも法律で枠組みをつくる必要があるのかという問題に突き当たる可能性もございます。

法律による枠組みは除くということであれば、以降の審議会の議論が成り立ちませんので、

先決事項としてそこの部分はこなしておきたいことでございます。 

 それから、一番下の箱ですが、以上のような考え方で全部貫けるのかという、修正原理
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として市街地を拡大する可能性のある事項、これは先のまちづくり三法改正、大規模な集

客施設の立地について論じられた事項でもございますけれども、加えて計画だけじゃなく

て、民間事業認可などの権限も含めまして慎重手続が必要なものについては、広域的主体

のほうがベターではないかという観点を掲げております。 

 なお、以上のような行政内部の問題に加えまして、住民参加手続や提案制度の問題につ

きましては、恐縮ですけれども次回の審議事項のボリュームがどれぐらいになるかに応じ

まして、次回ないし計画の見直しとの関係で、次回以降いずれかに振り分けさせていただ

きたいと考えております。 

 以上、この７ページにつきましては、繰り返しになりますけれども予告編ですので、本

日ご議論いただくというよりも、次回までにご意見があれば承った上で、次回、基本的な

考え方の論拠、制度の具体的な姿についてお示しをしながら、中身の議論を次回お願いし

たいと思っています。 

 最後に８ページですけれども、当面の審議スケジュールでございます。来年１月に一次

取りまとめを行って、所要の法案提出が行えるようにとして、大体月１回程度のペースで

の審議をお願いしたいと存じます。 

 なお、ここでの議論と並行して、事務的には関係方面との調整や意見交換をさせていた

だきます。その結果、例えばですが、小委員会に関係者の出席をいただいてプレゼンテー

ションをお願いするとか対話するといった可能性もあることも考えてございます。 

 次回、次々回の審議事項につきましては、先ほどご説明したとおり、早急に措置すると

考えている分権の関係、あるいは計画の見直しといった関係ですけれども、ご議論を踏ま

えながら主として地方公共団体の事務にかかわりますので、地方公共団体との意見交換も

当然行っていきたいと考えているところでございます。 

 説明は以上でして、本日は第１回ですので、全体的な事項につきましてはご意見を賜り

まして、７ページの予告編につきましては、時間がございましたら本日コメントいただい

たり、時間がございませんようでしたら次回までに事務局にコメントを寄せていただきた

いと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの説明に対しましてご意見、ご質問がありましたら、どなたからで

も結構ですので、ご発言をお願いいたします。 
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【Ａ委員】  すいません、最初に発言させていただきます。といいましても、何を言う

かよりも、第１回ですから発言することに意味があるんだと思いまして、その程度でござ

います。 

 全体として、この大きなトレンドの中での今回の作業の基本的な姿勢、固い特定の政策

目的を推進するための強力な制度手法ということではなくて、大体できあがってきている

現状を前提にしながら、それをいかにサステナブルに、かつ細かいところをよくしていく

かという方向はよくわかります。 

 そのためには、個別という言葉がやたらと出てきますが、小回りのきいた現地の事情に

あった対応のできる制度も考えていくことも賛成であります。それが例えば地方分権とか、

市町村中心とか、規制手法としても固い規制から誘導的な方向へと、あるいは合意による

取り決めということも、そういう方向なんだろうと思います。 

 それと、個別というのは、地域ごとに個別であるだけではなく、時間軸、である時期に

はこれでよかった、しかし次の時期にはまた違っている、そこも細かく分けて考えていく

ということで、何となく全体が思想的に一つの方向を向いているのではないかと思います。 

 さらに個別ということをもう一つ考えますと、いろいろな制度を実験的にやることにな

りますが、例えば、市町村に渡してしまったが、しかし、やっぱりちょっと無理があると

いうときには、市町村からまた国なり都道府県なりに何らかの形で支援を求める、あるい

は肩代わりを求めるような、柔軟性のある仕組みを考える必要があると思います。 

 雑駁な、一般的な印象でございます。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 ほかに、何かございますでしょうか。 

【Ｂ委員】  今回、エコ・コンパクトシティと言葉の好き嫌いはいろいろあるとしても、

非常にわかりやすい集約型の都市構造を目指そうという、基本的な方向で何か共通する認

識があるのはとてもいいことだろうと思うんです。で、こういうこれは出てきております

ので、やはり議論をなるべくベーシックなところを補強する形でやっていくのが、非常に

進み方としてわかりやすいのではないかと思います。 

 ただ、非常に重要な概念だとは思うのですが、２ページを見ますと、何か交通のことし

か書いていなくて、どうも書いていらっしゃる方自体が随分思い込みというか……私なん

かやはり緑地ですので、エコといったらやはりエコロジー、自然環境とか大気とか自然の

インフラをどのように……都市と農村、都市と自然と言ってもいいかもしれません、そう

16 

 



いう香りがあまりしないんですね。 

 次の３ページを見るとそれはますますはっきりしまして、施策の方向として建物、土地

利用、オープンスペースということですけれども、このあたりが非常に弱い書き方になっ

ております。 

 おそらくエコ・コンパクトシティというのは、この前段で２１世紀環境立国宣言の中に、

前の低炭素社会、循環型社会、自然共生社会、もうどこでも出てくるんですけれども、お

そらくその３つの考え方が、一つの都市像としてどうあるべきかと、非常にわかりやすい

表現として出てきているんだろうと思います。ですから、その背景には低炭素化、循環、

自然共生という非常に大きな地球環境時代の目線があると思うんです。 

 だとするならば、施策の方向性に関しては、建築物、土地利用、空地よりは、今申し上

げたもう少し地球環境という時代の都市計画が目指すベーシックなところから施策の方向

性を立ち上げたほうがわかりやすいんじゃないかという気がいたします。 

 それを踏まえて、私は緑地のほうですので、先ほど、すぐにできることと長期的なこと、

長期的なことに関してはもちろん線引き問題です。これをどうするか。それから都市計画

区域、実際中途半端なところに線が引いてあっても何も役に立たないという都市は幾らで

もあるわけで、都市計画区域自体の問題、それから線引きの問題、それは非常に大きな議

論でございますので、長期的にやる。 

 で、来年何かできるのかと今、ちょっと思っておりますと、やはり低炭素化社会として

温室効果ガスの吸収源として都市の緑地をどう見るか、そのあたりのところが、少なくと

も都市に関しては非常に弱いんです。山奥に関してはいろいろ言っていますけれども。も

う少し細かく見て、アーバンバイオダイバーシティという観点から都市に緑地をきめ細か

く見ることによって、あまり巨大な財源の支出ではなくて、わりにきめ細かく少しだけれ

ども、非常に多くの方に地球環境の改善に向けて、自分も参加しているのだという実感を

共有することができるような施策でしたら、おそらくすぐに可能じゃないかという気がい

たします。 

 ですから、大きな話と小さな話と両方やっていくというこの検討会のやり方に関しては

基本的に賛成ですし、いろいろな知恵を出したいと思っております。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 何かありますか。 
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【事務局】  空地の位置づけが弱いことにつきましては、ちょっとスペースが小さいと

いうことかもしれませんが、先ほどご説明いたしましたように、どちらかというとそうい

う反省に立って、建築的な土地利用を何となく中心に考えてきたのだけれども、その反射

的という位置づけじゃなくて、空地は空地として考えるし、それから建築的な土地利用と

非建築的な土地利用をつなぎ合わせるような見方にするとか、いろいろそういったことも

考えていきたいとしておりまして、決してそうならないようにしたいと思います。 

 ちょっとまだ制度的な確信がございませんで、そこのところはあらわれていないという

ことで、今後また勉強していきたいと思っております。 

【委員長】  ほかに何かございますでしょうか。 

【Ｃ委員】  私は民法をやっているのですけれども、現在の全体的な社会構造の変化に

関心がありまして、世界的に今までの社会構造が大きく変わっていって、新しい法学のパ

ラダイムが要請されているのではないかといろいろなところで感じております。 

 都市計画の分野でもおそらくそういうことでしょう。今までのタイプの都市計画は、基

本的に右肩上がりというか、社会が成長していく部分をどのようにコントロールしていく

のかを課題にしていました。どこの国の都市計画でもそういう発想だったろうと思います。

経済の面でも人口の面でも右肩上がりの時代が終わった現在、そのような発想の都市計画

法制を大きく変えていかなければいけないことが差し迫った課題になっているのだろうと

思っております。そういう点で今回の改正の展望はまさにそのような喫緊の課題に対応す

るもので、このような方向はどうしても考えていかなければいけないものだろうと思って

おります。 

 そのキーワードとしてエコ・コンパクトシティが提示されているわけで、これは、現時

点でのパラダイム転換を表現するものとしては、適切なキーワードだろうと私は思ってい

ます。見方によっては当たり前じゃないかということもあるかもしれないですし、先ほど

説明の中では新しい考え方とも言えないということが指摘されていたわけですが、それで

もやはりこのような、議論におけるいわば準拠点のようなものをセットして、それを議論

の際に常に参照していくことは非常に大事なことだろうと思っております。 

 そういうことを申し上げた上で、この新しいコンセプト設定が持っている意味を、何点

か私なりに申し上げます。３点あります。 

 第１は、こういうコンセプト設定レベルでの大きな転換は手続レベルでの大きな転換と

結びつかざるを得ないだろうということです。この点は、これは今回のご提案の中にも非
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常に明確に出ていると思います。簡単に言えば、トップダウン型の都市計画はもう描くこ

とは難しかろうということでございます。 

 世界的にも、都市計画法制の基調は、分権型、参加型に大きく移行しているということ

もあります。さらにいえば、エコ・コンパクトシティというコンセプト自体が、トップダ

ウンと適合しないという点があります。トップダウン型というのは、一定の都市イメージ

を前提として設計主義的な考えに立って都市をつくっていくことになるわけですけれども、

エコ・コンパクトという場合は、もちろん方向自体は一定のものが前提になるわけですが、

その具体的内容については、下から、ボトムアップ型で多様な形を積み上げていかざるを

得ないと思います。その点は今回の提案の中にも非常に色濃く出ていると思いますし、私

はそのような方向に基本的に賛成でございます。 

 ２番目ですが、エコ・コンパクトシティを目指す場合には、民間の力なども活用してい

かなければいけないわけですけれども、インセンティブをどう発揮させていくのか、イン

センティブをどこに求めていくかが非常に難しい問題になるだろうと思います。つまり、

従来型ですと規制が中心の都市計画ですけれども、コンパクトという場合、もちろん規制

もこれはこれで大事な話ですが、同時に都市をつくりかえていくことが求められると思い

ます。 

 そうしますと、どういうインセンティブでそれをやっていくのか。従来ですと地価が非

常に大きなインセンティブを発揮させるファクターだったと思いますけれども、このあた

りをどう考えていくのかというのは、真剣に考えていく必要があるのではないかと思って

おります。 

 ちょっと横道にそれますが、今、地価と言いましたけれども、地価問題がこれからどう

なるのか。今回の文書に一言も地価の話は出てこないんですが、これはどう考えればいい

のでしょうか。もう地価高騰はないと考えるのか、自分でもまだよく考えを詰め切れてい

ませんけれども、そのあたりもう少し考える必要があるかとも思っております。 

 ３番目、最後ですけれども、エコ・コンパクトでやっていく場合には、都市計画という

概念の見直しが必要になるのではないかと思っております。エコ・コンパクトといった場

合、いろいろなところにいろいろな問題があるわけですけれども、例えば、深刻な問題と

して中山間地の問題があるわけです。これは、今まで都市計画ということではあまり入っ

てこなかった問題だろうと思いますけれども、これからそのような問題についても都市計

画というか、エコ・コンパクトでは考えていく必要があるのはないか。そうすると、それ
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にふさわしい都市計画概念を立てていく必要があろうかと思っております。 

 たしか農水省との連携も考えながら、計画自体、従来の考え方よりもう少し広い形で考

えていこうという方向で検討されているとも聞いておりますけれども、そのような方向が

非常に大事な課題になってくると思っています。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【Ｄ委員】  ３点ほど申し上げたいと思います。 

 １点目は感想ですけれども、エコ・コンパクトシティという基本的コンセプトで都市計

画法の改正というか制度改正をやっていく場合に、価値観を固め過ぎている気が若干して

おります。 

 基本的に、環境のためだけに都市があるというよりは、もう少し価値が多様なものだと

思います。例えば経済成長を支えるとか、いろいろな多様な機能が果たす部分が私は大き

いと思います。エコじゃない都市は許容しないのか、コンパクトじゃないと許容しないの

かということは多分ないと思います。おそらく、もう少し多様な都市像や都市観念を多様

に発揮できるような制度づくりだと、私は受けとめています。 

 ただ、その中でもエコ・コンパクトシティについてかなり主たる制度改正や制度検討の

動機があるのは間違いないわけです。これに先立った小委員会のビジョンの報告の中を見

ると、全体の方向性としては分権化された形で都市計画決定権者、非常に身近な行政主体

に対してできるだけビジョンをきちんとつくって、そのビジョンに従ってグロースコント

ロール、成長管理をやりやすい制度をこれから考えていく方向じゃないかと私自身は受け

とめています。 

 それを前提にして２点ほど申し上げたいことは、１つはやはり地方公共団体や都市計画

決定権者が間違うリスクをどう管理していくのかだと思います。ビジョンをつくってそれ

に合致したいろいろな規制とか制度とか、あるいは都市計画を運用していく場合に、かな

りパターナリスティックな価値観の押しつけをすることにはならないだろうか。過剰な規

制、グロースコントロールについては、都市全体の地価の資産価値を下げて、かえってマ

イナスだという実証研究もありますので、市場との対話は必ずやっていかないといけない

んじゃないか。要するに、自分たちのビジョンを押しつけるのではなくて、マーケットと

対話しながら都市計画の中身を変えていくことが多分必要だろう。 
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 この中には、都市計画の随時見直しは含まれておりますけれども、それは統計で見直す

よりは、どんなところでどんな開発ニーズがあるのかは、開発許可制度とか、かなり柔軟

に開発を認めていくような、あるいは場合によってはそういう生の情報が入る仕組みが必

要になってくると思います。私はその線引きの見直しとか、開発許可制度の見直しは、開

発を許容するよりは開発の情報が少なくとも行政機関に入るようになっていて、それでマ

ーケットと対話しながら見直していく姿勢は必要じゃないかと思います。 

 ２点目は、分権化された中でグロースコントロールをやっていくのは、分権化しないほ

うがいいということは、ある点としてはあると思います。何を言いたいかというと、都市

圏全体を統括するような都市計画決定権者は、今日本ではあまりいないわけです。非常に

大きな都市圏の中で小さな行政庁、市町村が都市計画決定権限を持っている場合があると

思います。 

 そうすると、グロースコントロールをするということは、人口の外部不経済みたいなも

のをコントロールすることになりますので、かなりきつめの都市容量や人口容量を設定す

ることは、別のコミュニティに対して人口を押しつけてしまう。人口が増えることによる

外部不経済を押しつけてしまう可能性がありますので、都市圏全体を総括的に見る都市計

画決定権者じゃなくて、都市圏の中に都市計画決定権者が分立することは、人口増加にお

ける外部不経済を他のコミュニティに押しつけるという戦略的な行動が起きるとされてお

ります。 

 そういう分権化された形でグロースコントロールすること自体の弊害が、結構いろいろ

なところで指摘されておりますから、こういう成長管理を分権化を基本にして導入するの

は、都市圏全体の横の調整をかなり綿密にやらなければ、成長管理競争――よく福祉競争

というのがあって、福祉レベルを上げると低所得者が流入するので、福祉の切り下げ競争

が始まると言われておりますけれども、そうじゃなくて、成長管理競争みたいなものが起

こることも理論的には予想されますので、都市圏全体の調整を行うような仕組みをぜひ考

えていただきたい。政府間の戦略的な相互作用とできるだけ不整合にならないような調整

の仕組みを、ぜひともあわせて導入していただけたらいいと思いました。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 ほかに、何かございますでしょうか。どうぞ。 

【Ｅ委員】  今回の文書の中では分権化が１つの大きな柱として重視されているわけで
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すけれども、もちろん地方分権が非常に重要で、各自治体がそれぞれの地域の特性に応じ

て、可能な範囲で自由にまちづくりができる制度仕組みをこれからどんどん拡大していく

必要があると思うわけです。同時に、地方分権を語る際には、常に国の役割というか国が

何をすべきかが他方では非常に重要な課題になると考えます。 

 既に何人かの先生方も発言されていますように、国として広域的な、あるいは国の利害

にかかわるプロジェクトに責任を持つとか、あるいは、もちろん市町村との関係では都道

府県も入ってきますけれども、広域的な調整の責任を持つことも大きな課題です。同時に、

都市計画の中身について国が示すべき指針、方向づけは非常に重要なのではないかと私は

思っております。 

 おそらく今回提起されたエコ・コンパクトシティとか、地球環境問題への対策という問

題意識は、そういった中身にかかわってくると思います。私も、都市計画においてコンパ

クトシティを実現する必要があることは、国の意思、国の指針として明確に出す必要があ

ると思っています。 

 また、しかし同時に、ある意味では地球環境問題というのは近年特に強調されるように

なってきたわけですが、事、都市計画との関係、あるいはまちづくりとの関係で言うと、

我が国の都市計画とかまちづくりが必ずしも市民の生活にとっての良好な住環境――緑の

問題とか公共施設の整備状況とかすべてを含めた意味で良好な住環境とか、あるいはアメ

ニティを十分に確保し得るものじゃなかったとは、従来から言われてきていることであり

ます。これも、国の一つの意思として良好な住環境とかアメニティを向上させる方向性を

示すことが重要ではないかと思っています。 

 そういった地球環境問題に限定することなく、都市環境の向上は掲げ続けてほしいとい

うのは１つ言いたいことですが、同時にその場合、都市計画における理念や中身、質の実

現をする際に、１つ重要なポイントになるのが、今回も提起されておりますマスタープラ

ンだと思うわけです。 

 これは都市計画法の十何年前かの改正で、我が国でも登場したものでありまして、当時

は非常にこれが注目されて、これからの日本の都市計画の重要な柱になるという位置づけ

だったんですが、先ほど事務局の発言でもありましたように、実はなかなか地についたも

のになっていない現状があるかと思います。 

 しかし私は、抜本的な都市計画の改正をする際には、マスタープランをいかに活性化す

るか、あるいは再活性化するかが一つの重要なポイントであると考えます。そのための仕
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組みをどのように構築していくか、あるいは再構築していくか、さらに足りないものを補

っていくかがやはり重要な課題なのではないかと思っています。 

 参考までに、ＥＵ諸国などでは２００１年のＥＵ司令、ディレクティブの中で、例えば

広域的な都市計画や国土計画なども含めて、環境に対して一定の影響の及ぶような計画や

政策文書などについては、何らかの形での環境アセスメントを実施すべきであるといった

ような司令などを出しまして、おそらくＥＵ諸国は、それを国内法とするために一生懸命

だと思うんです。 

 これは外国の話ですから、すぐには参考になりませんけれども、ＥＵがそれを取り上げ

ているのは、まさに地球環境問題とか住環境、アメニティの向上という、ある意味で普遍

的な目標のもとにやっているわけで、おそらく国境いかんにかかわりなく、我が国でも重

要なことではないかと考えます。 

 環境アセスメントや、それに伴う市民参加なども含めて、例えば広域的な計画などにも

そのような仕組みを取り込んでいく形で、何らかの活性化が図れないか。もちろんそれだ

けで十分かどうかは別として、そういった発想も必要なのではないかと思っています。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【Ｆ委員】  私も今日は１回目なので３点ほど、わりと全体的なお話をさせていただき

ます。 

 １点目は資料４の参考１というＡ３の大変よく整理されている資料ですけれども、下に

現行都市計画法の時代は「急激で大きな社会的変化」、これからは「漸進的だが長い間に大

きく確実な変化」で、「国主導の構造的対策」から「地域の創意工夫による個別取組の支援

と方向性明確化」。この大きな枠組みは私もこのように思います。 

 ただ、ちょっと注意を喚起しておきたい意味では、漸進的ですが長い間にはほんとうに

大きな確実な変化で、とりわけこういうものは、気がついたときにはどうしようもなくな

っているのがよくある話で、その意味では、今結構緊急に対応しないと将来の変化に対応

し切れない――地球環境問題なども地球環境問題の専門家は、ここ数年ぐらいが勝負時で、

漸進的な変化だから漸進的に対応していればいいものではないと言われている方も結構い

らっしゃるんです。その意味では、国主導の構造的対策も視野に入れておかなければなら

ないとは思います。これが１点目です。 
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 ２点目は、この小委員会の中の検討で、早急に取り組むべき話と、線引きのように他省

庁との関係等もございますし、中長期的に検討しましょうとして、それはそういうことだ

ったと思います。けれども、実はその中間に、結構いろいろやれそうなことがあるのでは

ないかと思っています。 

 例えばマスタープランも、地域でお手伝いをしていると、いろいろな都市計画に関連す

るマスタープランって、緑の基本計画にしろ、住宅マスタープランにしろ、たくさんあっ

て、ほんとうはそういうのは、さっきＥ委員が言われたようにマスタープランの機能を強

化するという意味で、１つにまとめる。中期と短期との間ぐらいのスパンで少し検討する

ことで、計画制度がよりわかりやすくなったり、あるいは実際の実務でもそうやってもら

ったほうが簡略でいいということが幾つかありそうな気がしています。 

 ちょっとそれよりは話が大きくなるかもしれませんけれども、Ｄ委員が言われたような、

例えば大都市圏計画と都市計画はどうするのか。国土計画までいくとちょっと距離間があ

りますけれども。そのあたりも、線引きまでの長期じゃなくて、もう少し短い間ぐらいで

何とか対応できないかというのが２点目のコメントです。 

 ３点目は分権のことです。これは早急に対応しないといけない事情があることも承知し

ており、国と都道府県と市町村という間の行政間でどう権限を配分するかが中心的な議題

だと思うのですが、もう一歩進んで、いわば権限の引き算です。引き算はありという話は

課長のご説明にもありましたけれども、民間と行政の間で権限をどう配分するのかは、少

し視野に入れておいた方がいいんじゃないか。 

 つまり、もう行政は許認可の形、権限を持つ形ではタッチしないという部分は少し視野

に入れて検討してはどうか。提案制度はそれのいいとっかかりになるとは思うけれども、

ぜひそこら辺まではお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 ほかに、何かありますでしょうか。どうぞ。 

【Ｇ委員】  検討事項（案）の資料の３ページに、参考として「エコ・コンパクトシテ

ィをめざすための施策の方向」、その後にさらっと何気なく括弧して「（空間利用面の対応

例）」と書いてありますけれども、これはやはり一番最初に指摘がありましたけれども、こ

こに書いてある３項目だけじゃないと多分これで言っているんだと思うんです。意識する

とせざるとにかかわらず、例えばＥＵがスペシャルプランニング、空間計画を唱えたとき
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に、都市計画を都市計画だけではなくて、教育とか福祉とか経済とか総合的に考えて議論

しようという呼びかけをやったと思うんですけれども、そういう意味にこれをとらえたい

と思います。 

 同様な意味で、エコ・コンパクトシティのうちのコンパクトシティという基本部分は、

やはりスプロールしない点に重点があるわけであって、都市を縮小していく意味ではない

だろうと思います。むしろ機能面を考えているのだと思います。 

 例えばロンドンプランで、ロンドンはコンパクトシティを目指すと２００４年に宣言し

たときに、人口はこれから増やしていく、住宅は毎年３万戸ずつ増やしていくことを、そ

の中身として言ったわけです。意味としては、グリーンベルトを絶対に侵食しないという

宣言を改めてした点にもあったと思いますけれども。 

 そういう意味でコンパクトシティは、もちろんこじんまりとした都市という意味で使わ

れることも多いわけですが、この場合はそういう意味ではなくて、今、世界的に大抵そう

使われている、複合利用とか多機能とか高密度とかいった概念のほうを意味しているとと

らえて、議論を出発させたいと思います。そう考えると、都市計画法の全面改正がなぜ必

要になってきたかもわかりやすいんじゃないかと思います。 

 私は今の都市計画法の昭和４３年のとき、既に実務に就いておりまして、そのときの印

象からすると、本来的な制度のあり方よりも、当時の新しい都市計画法で、１つは調整区

域で、１つは都市施設をきちんと都市計画決定していく点の２つが非常に印象に残ってい

ます。だから、実務的に言うと、開発審査会ですごく忙しかった記憶があります。それか

ら、都市施設の都市計画決定ですごく忙しくて、例えば都庁などは都市計画局の施設計画

課長は６年異動できなかったことが当時あったんです。こちらのほうはほとんど忘れられ

ていて、それはそれで構わないと思うのですが、問題はゾーニングがうまく行ったかどう

かという点が問題だったんだと思います。 

 さっきのコンパクトシティという概念からいうと、多機能利用であり複合利用ですから、

そうすると用途地域を基本とするゾーニングではないとなりますので、当然基本的な考え

方が変わるんだと理解したほうがいいと思います。 

 だとすると、それはまた平面的な土地利用計画が中心なのではなくて、都市を機能とし

て考えていくことだと思います。それはなかんずく大都市の問題と地方都市の問題とそれ

ぞれに微妙に違う側面もあるし、共通した側面もあるのですけれども、この委員会では大

都市の問題と地方都市の問題、両方を考えていかなければいけないと思います。 
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 そうすると、具体的な問題としては、都市再生法はどうするのか、この都市計画法の制

度に組み込むのか組み込まないのかというのも、中心論点ではないかもしれないけれども、

大都市の分野では１つの問題点になるのかなと思います。 

 それから、資料７ページの下の箱に、分権のところで次回の論点がありますけれども、

この中では広域的な影響が大きい問題についても広域自治体的な主体が扱うこととするべ

きではないかという議論も、当然出てくると思います。その辺は次回、申し上げたいと思

います。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 ほかに、何かございますでしょうか。どうぞ。 

【Ｈ委員】  段取りみたいな話で、この小委員会の検討事項の話があるんですが、それ

と参考資料の３の都市政策の基本的な課題と云々という報告がありますけれども、これと

の関係はどうなっているんですか。これの一部を引き受けるのがこの小委員会という理解

でよろしいんでしょうか。 

【事務局】  本来的には全部を引き受けることですけれども、冒頭ちょっと申し上げた

んですが、エコ・コンパクト以外にもいろいろ姿ははいっている。それは受けるんですけ

れども、場面転換みたいなことで、悉皆的にというか全体にわたるものとして一番シンボ

リックなのはエコ・コンパクトなので、それはそれでやりましょうと。 

 それから、この大判のやつで見ると、先ほどのＤ委員の話にも通じるんですけれども、

多分、都市再生とかいろいろ出てきている中で見れば、例えば安心とか安全のところは共

通的なのかもしれないですが、むしろどちらかというと特定の課題対応みたいな面もあっ

て、それは都市計画ということもあるし、むしろ別のものとして、今、別に決めているわ

けじゃないので、そういうものが出てくればそれは検討します。それは、資料６ページの

その他特定の課題に対応した云々でも、一応受けられるようにはしたつもりなんです。 

 まずは、とりあえず大枠という意味で、エコ・コンパクトという感じじゃないかと思っ

ています。一挙に全部できないものですから、とりあえず順番としてはそういう順番で考

えたいということです。 

【Ｈ委員】  何となく望洋としているんですけれども、じゃ、今の話を受けてですが、

雑駁なことを申し上げればいいんですよね。 

 まず、エコ・コンパクトシティという言葉ですが、先ほどＢ委員がおっしゃったのと同

じ感想を持っております。この報告書を見ますと、エコロジカルな都市を目指すという表
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現があるんですけれども、この報告書自体もそうですが、書いてある話があまりエコロジ

カルじゃないことが多い。交通の話とかインフラ整備の話とか下水道がどうとかいろいろ

な話が出てきて、そのあたりはスローガンと中身がそぐわないという感想を全体としては

持っております。 

 こういう報告書は行政の文章なので、いろいろな背景があってこういう文章になってい

ると思うのですけれども、何となく長いことこういう文章を見ていると不自然さだけが際

立ってしまって、どうしてもっと素直に書けないのかと思いながら……。大体目指すとこ

ろは結構美しい像をみんな共有して持っていて、そのためにいろいろ横断的な、あるいは

課題的な対応が必要だとわかっているのに、組織になると全然そういうことが書けないん

だよねという感じを強く持っていて、それはとても残念だし、不自然だなと、前提として

は感じるところです。 

 なので、エコ・コンパクトに関しては、もう少し内容をこの小委員会の中で充てんして

いただいて、その言葉に合うような形で――ほんとうは国土交通省の所掌事務から外れる

話も別に書いたっていいと思うので、書かれたらいいんじゃないかと思ったりしておりま

す。 

 じゃ、どうぞ。 

【事務局】  ちょっとよろしいですか。今お話しいただいたのは、ほんとうはもっとも

なんですけれども、ただ都市計画制度というところがとりあえず題材なので、都市計画を

料理するときにエコ・コンパクトというものが出てきた話で、エコ・コンパクトをどうす

るかという議論じゃなくて、都市計画をどうするかですから、そういう意味では、私も説

明のときには、何となく物理的な書き方だとは申し上げたんですけれども、物理的な部分

に足がかりがあるのはしようがないのかなと。 

 ただ、ビジョンでも書きましたし、今回もちょっと書かせていただいて、先ほどご指摘

いただいたところにもつながるんですけれども、４番の新たな観点からのという書き方が

よくないかもしれないんですが、その次のポツのところで、フィジカルな器整備にどとま

らないで、例がいいかどうかわからないんですけれども、住みかえとか産業とか、こうい

うものと連携一体化していかなきゃいけないんじゃないかという、我々の側からの考え方

で少し拡張していくことは考えていきたい。そうじゃないとあまり意味がないと思ってい

ます。 

 それから、エコ・コンパクトシティとは何ぞやと、いつも聞かれて私もちょっと閉口し
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たところがあるんですけれども、これを追求することはあまり意味はないのかなと逆に思

っています。というのは、定義を決めたところで、その定義をどうするかじゃなくて、ど

ちらかというと３ページに掲げさせていただいたように――これもちょっと偏りがあると

いうご指摘もあって、もうちょっと埋めればいいと思うんですけれども、そういったこと

に少しでも近づいていくという意味で。 

 抽象的な問題、むしろ実践的な概念という意味では、２ページで長々と書いているんで

すけれども、要はエコ・コンパクトシティが何なのかに意味があるんじゃなくて、どちら

かというとそれがこういうことなんだろという方向性をむしろきちんと示して、それに向

けて接近しやすくしていくところに意味があって、内容は３ページのように雑多なものが

あれこれいろいろ出てきて、そんなものを進めていくイメージだと思っています。 

 実は、エコ・コンパクトシティは何ぞやというところは、必要があればやりたいと思い

ますけれども、あまりそんなに突き詰めてもしようがないかなと感じは持っているんです。 

【Ｈ委員】  何か開き直ったご説明だと思いますけれども、それはそれで了解いたしま

した。 

 じゃ、都市計画の特化して少し申し上げると、資料の４ページでは、各都市に置かれて

いる状況によって個性的な都市を目指すというお話で、基本的には分権一直線みたいな感

じで議論を立てられている。そのこと自体がいいかどうかという問題はもちろんあるので

すが……それはそれでいいんですけれども。 

 私、おととい六ヶ所村に行ったんです。大変な辺境の地だという偏見を持って六ヶ所村

に行ったわけですが、非常に意外だったことは、原子力産業だけで町ができているんだけ

れども、全体として非常に人の行き来があって、交通量もあって、必ずしもコンパクトじ

ゃないけれども、町自体は、夏だったこともあってきれいで、結構よろしいということが

ありました。 

 ああいう地方の過疎地域のまちづくりを考える題材としてはなかなか興味深くて、従前

ですとコンパクトシティとして郊外立地を規制して商店街を活性化しましょうという話で

やってきたんだけれども、活性化してもいま一つ商店街のインパクトがなくて、私なんか

は行く気がしないのもあって、ああいう形だけではなくて、いろいろなオプションがあっ

たほうがいいということがまさに分権的であるし、地域の個性であるし。 

 それから、多分六ヶ所村の場合は国家的なプロジェクトがもともとあって、開発があり

ましたから、今のきれいな町ができているところの前提は所有権が県にほとんど所有され
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ていることもあって、その結果として、従前のモデルと全然違う形での地域振興としては、

非常にある意味では成功していると強く思いまして、なるほど、そういう地域振興はある

んだなと思ったんです。 

 そう考えると、都市計画を考えるときに産業との関係が極めて重要で、そこは交通がど

うとかいう話ではなくて、それをどう意識するかということと開発事業をどうするかとい

うことと関連してくるんだと思いますが、そういう話がなかなか出てこないのは、それに

しても少し問題があると１つ思いました。 

 それから、そういう振興策としては、分権と言ったって、今、市町村になるべく特化す

るのはいいんですけれども、何でそうなっているのか実質的な理由は全然よくわからない

んです。ほんとうは多分そうではなくて、国でも自治体でも、あるいは道州でもいいとは

思いますが、そうじゃない余地を――決定権者をだれにするかということですが。 

 それから、いろいろな調整をやるとかいうことも、何か小さいことからこつこつやって

いく手続ばかりが目立っていて、なぜその方向性でしか施策の方向性が出てこないかとい

うのは、甚だ残念だという気持ちも込めて、コメントとしては持っています。 

 少し関連するのは、参考資料の小委員会の報告書でも、さっきエコ・コンパクトの話を

しましたが、それ以外だと、国際競争力の話もせっかく２１ページで出ているのに、ここ

も国際競争力のある都市をどうやってつくるのかというときに、その前提条件を提示する

のは都市計画であるはずなのに、そういう形での切り口は考えておられないのかどうかと

いう点はお伺いしたい。 

【事務局】  いろいろお話があったのを全部受け切れていないことがあるんですけれど

も、一番最後から申し上げますと、国際競争力という話は、認識としては、まず都市再生

とやり出したときにその話が出ていて、法律にもそれは書いてあると思います。 

 先ほどからお話の中で、大都市圏と地方都市とかなり状況はばらばらで、プロトタイプ

としては全然違うものに――制度的にも実は一国二制度じゃありませんけれども、都市計

画自体もそういう面もあるわけですが、そうでありながら何かごちゃまぜになっているみ

たいなところで、先ほどご指摘にもありましたけれども都市再生特別措置法というのはあ

る意味で、途中からまちづくり交付金とかはできましたけれども、一番最初はむしろそっ

ちに光を当てた形があって、それはそれでその体系で伸ばしていくことなんじゃないかと

思うんです。 

 開き直ったという話がありましたけれども、とりあえず都市計画というものが、実現手
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段として規制がどうなるというところと組み合わさった制度ですから、その限界もありま

すし、産業とかのまちづくりという観点からの膨らみに欠けるというのはほんとうにおっ

しゃるとおりだと思いますし、そこはちゃんとやらなきゃいけないんですけれども、ただ、

土台としての都市計画、都市の議論が求められていると思っていますので、とりあえずそ

れはそれでちゃんとほかにやるという前提で、ここではどちらかというと土台の都市計画

の議論をまずさせていただきたい。 

 都市局の政策を、とにかくこの小委員会で全部凝縮して、これしかやらないということ

じゃなくて、ほかにも当然展開していくわけですから、今、おっしゃったことについては

この小委員会で行うことと、それ以外のこともあると思いますけれども、当然それは都市

局として展開していくことになると思っています。 

【Ｄ委員】  すいません、関連して。 

【委員長】  どうぞ。 

【Ｄ委員】  私なりにこのエコ・コンパクトシティの表現ぶりについて解釈したことは、

私は非常に正直というか、こういうものなのかなと思ったんです。おそらく都市計画とい

うのは、都市計画決定権者とか地方制度が持っている都市像を押しつけるとかいうもので

はないと思うんです。何を言いたいかというと、地方政府って所詮何をやるかというと、

公共財を供給したり外部性を調整することしかできない話で、いろいろな都市像とか価値

観を押しつけることは多分できない。 

 ということは、エコ・コンパクトシティの例として書かれているものは、要するに公共

財の配置計画についてはこういうものを考えていると、ちょっと愚直かもしれないけれど

もお話をしていただいて、ただ、その背景としてどんな人口の移り変わりとか産業のイメ

ージみたいなものを持っているかという、施設計画の背景となる都市像とかビジョンはな

ければ施設計画ができないのであって、それを持つこと自体は私は構わないと思うんです。

ただ、都市像を直接的に押しつけることはおそらくあまり意味がない。 

 何を申し上げたいかというと、マスタープランを、こんなエコなものを目指しますとい

う宣言だけで終わらせるのはあまり意味がなくて、施設計画の背景としてのビジョンとか

人口予想とかを明示的に提示して、公開していることによって、現行の施設計画が前提と

なっている経済条件とか人口が変わってきたら、それこそ施設計画を見直す、つまり都市

計画を見直すと。 

 だから、政策評価とか都市計画を変えていく際のトリガーとしての機能をビジョンに持

30 

 



たせるべきであって、あまりレトリックの世界というよりは、施設計画のバインディング

な条件みたいなものを公開してやりますと。そこに意味があるんじゃないか。そういう意

味では、おもしろくないけれども２ページの表現は、そのプロセスは書かれている、そう

いうことを前提にしていただいているのかなと私自身は思いました。 

【事務局】  ちょっと理解できていないところもあるかもしれないですけれども、繰り

返しになりますけれども、一応エコ・コンパクトシティというのは、ビジョンでは書いて

いましたと。我々としてはエコ・コンパクトシティを実現すると言っているのですけれど

も、それは１つの姿ではないと思いますという説明はさっきしました。それで１つの姿を

押しつける――ただ、価値観は、もしかしたら、押しつけるというと変ですが、転換する

意味で、全体としてそういうふうに掲げていくことになると思います。 

 そういう意味で、都市計画のかかわりとして２ページの最後に書かせていただいている

ように、要は個別の１つの像を結ばない、だからエコ・コンパクトシティ特有の土地利用

計画があるとか規制があるのではなくて、すべての地域でそういったものに接近しやすく

なる、あるいは実現の支障が排除される観点から、見直しの視点として掲げる、実践的な

概念だということを一応言ったつもりです。 

 だから、おっしゃっていることはそんなに違わないと思うんですが、繰り返しになりま

すけれども、エコ・コンパクトシティが何なのかに時間を費やすよりは、どちらかという

とそれに応じて制度論をどうするかということに進めさせていただければありがたいと思

っております。 

【Ｈ委員】  ちょっと関連して。 

【委員長】  どうぞ。 

【Ｈ委員】  地域の特性とは具体的にはどういう様相を想定しているんでしょうか。 

【事務局】  すいません。地域の特性というのは、今のお話で出ているものであれば、

すごく連関していて、大都市――大都市として出てくる話は、先ほどＤ委員がお話しにな

った、１カ所が引っ込んだらほかに迷惑する関係があるところもあれば、そうじゃないと

ころも当然あるでしょうし、段階としてはまだ人口が増えているところもあれば、減って

いるところもあるでしょうし。それは、大都市と地方というだけでも違いはあるんじゃな

いかと思います。ただ、大都市の中でも別に目指すものがいろいろあっても構わないとい

うことです。 

【Ｈ委員】  中身がね……。 
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【委員長】  どうぞ。 

【Ｂ委員】  まだ発言されていない方が……。 

【委員長】  いやまあ、時間も……。 

【Ｂ委員】  よろしいですか、済みません。 

 何かみなさんそれぞれ夢を見ていらっしゃるような気がして……。ほんとうに心に描く

ようなものは、あまり実在していないのかもしれないです。やはり、限られた日本の国土

ですから、一度いろいろ出してみて、順番に――次回は分権ということでしょうけれども、

特徴的な町の現状を出してみて、頭の中にあるいろいろな価値観を壊すことをやるのが、

共有するという意味では非常に簡単じゃないかなと。 

 みなさん非常に的確に、３つ言いますとかいうようにお話が上手なので、私も３つほど。

それで退席いたしますので。 

 １つは、夢を見ていたってしようがないわけで、例のジーバースという方が「間にある

都市」ということで、頭の中にあるような、都市と田園がきれいにあるような都市って地

球上見たってもうないと。地球上の多くの都市は田園でもない、都市でもない、要するに

間にあるよくわからない現象の中に埋もれているという、非常にクリーンヒットの本です。

日本もそういう意味では、かなり夢を見ないで事実を見たほうがいい気がいたします。そ

れが第１点。 

 第２点は、都市計画の検討ですので、先ほど９０年の歴史とお話があったのですが、９

０年は大きく３つぐらいに分かれまして、最初旧法のときには、土地区画整理事業をつく

って、都市施設をつくる手段をつくって、周りに関しては風致地区という、最近ははやら

ないですけれども、風致地区がなかったら日本のいわゆる自然環境のいいところは今存在

しないわけで、たくさん指定してきたわけです。これは大変な功績です。つまり、構造を

つくった時代。 

 それから、戦後の高度経済成長で、構造も何もどんどん粉々になっていった。ですから、

とにかくどんな小さいのでもいいから、緑から言うと何とか守ると。山のような財源との

対応に応じて、変えるものは、まさに財源のふところ次第でありとあらゆる制度が出てき

たわけです。だから、非常に複雑ですけれども、逆に複雑であるがゆえに、いろいろなス

テークホルダーが出てきて、細々としたいろいろなものがモザイク状に広がっては、また

分断の時代。 

 今です。これを見てもはっきり違ってきている。つまり、受け身の、落ち穂拾いの――
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そういうことを私は言いたくはないですけれども、受け身の時代から、オープンスペース

を戦略的に使わなければいけない時代に完全に変わったと思っています。ですから、予定

調和的に建築物を誘導したり、いろいろ細々やるとうまくいくというのは幻想だと思いま

す。 

 やはりオープンスペース、昔、都市の構造的な形できちっと何か考えたように、報告書

に出ていましたけれども、戦略的に空地をどうしていくか、それはやはり知恵を出して、

そこにこそ今回の都市計画法の見直しの非常に大事なエッセンスがあると私は思っており

ます。それが言いたいことの２番目。 

 それから、３番目ですけれども、やはりこういう時代ですから、先ほどＦ委員から都市

マスに、最終的には将来性の議論でいいと思いますけれども、オーケストラもバイオリン

があったりビオラがあったり、それぞれの人がプロでしっかりした演奏することによって

非常に美しい音楽になるわけです。ですから、それぞれの個別の、交通なら交通、緑なら

緑、住宅あるいは産業、それぞれが個性が際立つものをどんどんつくるべきだと思うんで

す。 

 今の都市マスの問題は、結局みんな集めて、幕の内弁当みたいであれもこれもと適当な

ところで妥協してつくるものですから、そういう意味ではなかなかパワフルなものができ

ていない。それは私は都市マスの持っている非常に大きな課題だと思います。 

 鎌倉の場合は、まず緑。緑が非常に大事でしたので、事、緑から入って、それでかなり

議論をして、その後都市マスをつくったわけです。そうすることによって、割にめりはり

の効いたものができる。それぞれの町によって課題が違うわけですから、すべて予定調和

的にというのではなくて、やはりそれぞれの個性なりステークホルダーが際立つような、

むしろ個性と個性がぶつかり合うものが、今、エコ・コンパクトシティの内容を豊かにし

ていく非常に大事な要因になると思いますので、わりにぶつかりあったほうがいいんじゃ

ないかと思います。 

 以上、３点です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 何かありますか。どうぞ。 

【Ｉ委員】  私は、今日の政策課題の提示が、将来に向けた問題提起を制度的にしてい

くことだとすると、蒸し返してすみませんけれども、エコ・コンパクトシティという概念

は制度的にも整理しておくことが大事じゃないかという気がずっとしています。それは、
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お話にもあったように、都市計画のツールとか権限とかはかなり充実してきていて、今は

もう随分とあるんです。道具としてはあり余っていて、足りない状態じゃないと思うんで

す。むしろ、ユニバーサルデザインの挟みが欲しいということで、今まであった道具を少

し違った形でそろえたいという需要がある。都市計画でも、理念が少し変わると道具も少

しずつ違ってくるところがあると思うんです。 

 例えば、今までの交通計画は自動車の交通計画だったんですけれども、歩行者を大事に

するのだったら、歩行者の空間計画とか自転車の計画だとか、やはり交通計画でも色彩と

いうか肌合いがちょっと違ってくると思う。上に乗せる理念が変わるとツールも肌合い変

わってくるところがあると思うんです。 

 私が恐れているのは、この委員会では、エコ・コンパクトシティと言うと皆さん、将来

はそうだよというコンセンサスがあるようですけれども、私が大学に戻ったり学生とか一

般のところで話していると、全然反響がない。そんな方向にほんとうに行っていいんです

かみたいな議論がある。これは道州制と非常に似ていて、一部の専門家の中では議論は盛

り上がっているんですけれども、一般的な理解が充分ではない。その温度差を埋めること

が都市計画制度のこれからの役目で、市民も変わってもらわなきゃいけないし、自治体に

もそういう意識を持ってもらわなきゃいけない。 

 とすると、エコ・コンパクトシティはここではまだ今日の議論では確定できていなくて、

開かれた概念でいろいろな物が入ってくると思うんです。緑の問題もあれば福祉の問題も

あれば多機能の集積とかいろいろあると思うんです。だから、これは開かれたままにして

おいて、ですけれども、集約型都市構造ということがあるとすれば、核心部分の幾つかは

やはり大事にして、都市計画制度が変わったぞと示す意味で、都市計画法の目的規定の中

に、そういうものはぽんぽんと入れて、それを基礎においた計画を上に入れて、国もこん

な形で少しずつ考えていきますということを示す。同時に、マスタープランを実質化して、

地方公共団体レベルでそういうことを折に触れて考えてくださいという動機づけをする道

具が必要だと思うんです。 

 地方公共団体に要求するわりには、国レベルでこういう道具立てが出ていない気がしま

した。ここは大事で、法律制度は権限を盛り込んで、こういうことが進むための授権とい

う意味もありますけれども、他方で、一番大きな基本政策を示す機能もあるわけで。従前

は、政策提示はあまり考えていなくて、それは審議会の答申で示す形での機能分担だった

のですが、それは法律の使い方としたら非常に狭い使い方だという気がしております。 

34 

 



 そうすると、今後は、国土交通じゃなくて都市空間を変えていく、規制じゃなくて制御

という形でやっていくことを示す。そういう大きなところで制度化して、それに肌合いが

あった道具を入れて、Ａ委員が言われたように実験して、だめなら戻してという形でやっ

ていくような政策づくりです。 

 結果的には自治事務で全部おろしちゃっているので、国ができることは制度をつくって、

それがなるべくうまく機能するようにする。しかも狭い範囲の中で政策の立案から実施、

評価までをコンパクトに政策過程ができることを保全するような制度づくりの、間接制御

しかもうできないということですから。そこの制度をどれだけ開けていくかという話なの

です。 

 その点からすると確かに事務的にコンパクトシティなんてものを掲げられて実務はやっ

ていって困るんじゃないかと、お立場はよくわかりますけれども、やはり制度論としては

すごく大事なところなので、少し時間をかけて、せっかくいろいろな分野の先生方がお出

になっているので、議論を深めてみてもいいのかなという印象を持ちました。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 私も発言してよろしいですか。 

 かなり多くの方からいろいろなことをおっしゃっていただいたんですが、多分、現在の

都市計画のあり方は、都市計画にいかに都市マネジメント機能を持たせていくかにあると

私は思うんです。都市計画と都市マネジメントは何で違うかというと、基本的に都市計画

は空間計画で、産業政策などが都市の上のアクティビティの計画じゃなかったところがあ

るわけです。 

 都市再生の議論にもあるように、実は非常に重要な産業政策の一面でもあると思うんで

す。それに対してなかなか有効なツールがないし、それを何とかしなきゃいけないのが、

まず１つあるのかなと。それを全く制御しないで空間だけでやろうとするので、靴の上か

ら足をかいている感じの規制になってしまったりするのがあると思うんです。そこをどう

するかを考えていく。場合によっては必要なツールを入れていくことだと思うんです。 

 例えば先ほどマスタープランの話がありましたけれども、おそらく今後の一つのあり方

は、マスタープランを静的な図として示すのではなくて、動的な計画として示す。先ほど

Ｄ委員がおっしゃっていましたけれども、例えばある条件が満たされたらこうしますよ、

あるいはこれをやめますよと動的な計画を世に示すのが、マスタープランの一つであろう

という考え方が僕はあるんじゃないかと思うんです。 
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 それからもう一つ、これは次回議論しなきゃいけないんでしょうけれども、分権と言っ

ても、実は重要なのは決定権者の最適化だと思うんです。先ほども四角が３つ、一番下に

書いてあり、広域的なものは広域的なところが決めるべきかもしれないとありましたけれ

ども、結局、事がどれだけ影響を与えるか、つまり外部性の範囲がどれだけかを見つつ決

定権者を決めるし、あるいは、もし決定権者がもっと分権的にやりたいのであれば、調整

のルールを決める。 

 今、調整のルールがないのにもかかわらず分権、分権と言っているので、なかなか複雑

な状況になっているのが現実だと思うので、できれば次回、分権の中では、そういった調

整のルールのあり方と、もしそれがほんとうにだめだとなればやむを得ないので、少し影

響圏の中での最適な決定権者をどう決めるかを議論しなきゃいけないという感じがしてお

ります。 

 もう一つ、皆さんおっしゃらないんですが、実は私は若干危ないと思っているのは、自

治体が最適な決定を常にしてくれるかどうか。現在の自治体の動機は、典型的には１つは

市長なりの動機――どうしても投票、選挙が考えられますので、例えば選挙権を持ってい

る人に向いた行政をしてしまうとか。あるいは、自治体の財政収入で考えますと、国の補

助金が厚ければ厚いほど安価にいろいろなものを供給できちゃうので、若干浪費的な運営

になってしまうとか。そう言った意味で、自治体に適切な運営動機が今、必ずしもなされ

ていない状況でどんどん分権化していくことの弊害はあると思うんです。 

 それを正すのが広域行政体、ひいては国のあり方だと思うので、そのあたりをほんとう

は少し考えなきゃいけない。都市計画だけの話ではないのですが、そういったことを考え

る必要があると感じております。 

 もう大体時間が来てしまったんですが、最後にこれだけ言っておきたいというのがあり

ますでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかにご意見等もないようですので、この程度とさせていただきます。議事

次第ではその他とありますけれども、事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 本日も関連するご意見をいただきましたけれども、少し最初の説明でも課長が申し上げ

ましたが、次回委員会では、先ほどご説明したとおり、都市計画における分権化の徹底と

全体の調和の確保というテーマでご審議いただきたいと考えてございます。 

 その際に、円滑で深い審議をしていただければということで、先ほども申し上げました
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けれども、あらかじめ大まかにご説明させていただきましたので、次回までにご意見をい

ただけるものであればいただいておいて、それを踏まえて私どもで資料をつくって、ご説

明をまずさせていただいて、さらに議論を深めていただくという運営ができればと思って

ございます。 

 次回までと申し上げましたけれども、事務方としてはできれば早めにいただければあり

がたいと思っております。ご多忙な中、大変恐縮ではございますけれども、一応８月７日

金曜日、来週中に事務局にご連絡いただければありがたいと思っております。もちろんそ

れ以降いただいても、それは踏まえてできる限り作業はやりたいのですけれども、１つの

めどとしてお願いできればと思ってございます。 

 次回の委員会の日程ですけれども、正式にはご連絡させていただきますが、一応調整等

させていただいて、８月２１日金曜日、１０時からを予定してございます。事務局から改

めて開催案内を送らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

【事務局】  ちょっと補足で、今日は大変いろいろ熱心にご議論いただきましたけれど

も、エコ・コンパクトシティというのは何なのかというか、この委員会とどういう位置づ

けでやるのかは、次回までに、今日の議論も集約し、整理をした上で、基本概念といって

提案した責任をとって、開き直らずに対応させていただきたい。よろしくお願いいたしま

す。 

【委員長】  何かご質問はございますでしょうか。 

 もしなければ、以上を持ちまして、本日の審議を終了させていただきます。皆様のご協

力に感謝申し上げます。 

 それでは、事務局に議事進行をお返しいたします。 

【事務局】  それでは、これを持ちまして、第１回都市計画制度小委員会を閉会いたし

ます。本日はどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


